
 
 

瀬戸市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

平成３０年３月２９日  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第１９号  

瀬戸市介護保険条例の一部を改正する条例  

 瀬戸市介護保険条例（平成１２年瀬戸市条例第１６号）の一部を

次のように改正する。  

次の 表の 改 正前 の欄 に掲 げる 規 定を 同表 の改 正 後の 欄に 掲げ る

規定に下線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（保険料率） （保険料率） 

第３条 平成３０年度から平成３２年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げる第１

号被保険者（介護保険法（平成９年法律第１２３

号。以下「法」という。）第９条第１号に規定す

る第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第３条 平成２７年度から平成２９年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げる第１

号被保険者（介護保険法（平成９年法律第１２３

号。以下「法」という。）第９条第１号に規定す

る第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 年額 ３０，３８６円 

⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 年額 ２６，７０５円 

⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 年額

 ４１，８６５円 

⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 年額

 ３６，７９４円 

⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 年額

 ５０，６４３円 

⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 年額

 ４４，５０８円 

⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 年額

 ５９，４２２円 

⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 年額

 ５２，２２３円 

⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 年額

 ６７，５２４円 

⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 年額

 ５９，３４４円 

⑹ 次のいずれかに該当する者 年額 ７４，２

７７円 

⑹ 次のいずれかに該当する者 年額 ６５，２

７９円 



 
 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

２９２条第１項第１３号に規定する合計所

得金額（以下「合計所得金額」という。）（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条

第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３

第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１

項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第３８条第４項

に規定する特別控除額を控除して得た額と

する。以下この項において同じ。）が１２０

万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しない者 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

２９２条第１項第１３号に規定する合計所

得金額（以下「合計所得金額」という。）が

１２０万円未満であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しない者 

イ ＜省略＞ イ ＜省略＞ 

⑺ 次のいずれかに該当する者 年額 ８４，４

０５円 

⑺ 次のいずれかに該当する者 年額 ７２，９

９４円 

ア 合計所得金額が２００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が１９０万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ ＜省略＞ イ ＜省略＞ 

⑻ 次のいずれかに該当する者 年額 ９４，５

３４円 

⑻ 次のいずれかに該当する者 年額 ８０，１

１５円 

ア 合計所得金額が３００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が２９０万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ ＜省略＞ イ ＜省略＞ 

⑼ 次のいずれかに該当する者 年額 １０４，

６６３円 

⑼ 次のいずれかに該当する者 年額 ８９，０

１６円 

ア及びイ ＜省略＞ ア及びイ ＜省略＞ 

⑽ 次のいずれかに該当する者 年額 １１８，

１６７円 

⑽ 次のいずれかに該当する者 年額 １０３，

８５２円 

ア及びイ ＜省略＞ ア及びイ ＜省略＞ 

⑾ 次のいずれかに該当する者 年額 １３１，

６７２円 

⑾ 次のいずれかに該当する者 年額 １０９，

７８７円 

ア及びイ ＜省略＞ ア及びイ ＜省略＞ 

⑿ 次のいずれかに該当する者 年額 １４５， ⑿ 次のいずれかに該当する者 年額 １１５，



 
 

１７７円 ７２１円 

 ア及びイ ＜省略＞  ア及びイ ＜省略＞ 

⒀ 前各号のいずれにも該当しない者 年額 

１５８，６８２円 

⒀ 前各号のいずれにも該当しない者 年額 

１２１，６５６円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る平成３０年度から平

成３２年度までの各年度における保険料率は、同

号の規定にかかわらず、年額２７，０１０円とす

る。 

２ 所得の少ない第１号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る前項第１号に該当する者の

平成２７年度から平成２９年度までの各年度に

おける保険料率は、同号の規定にかかわらず、年

額２３，７３８円とする。 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

   附 則    附 則 

 （延滞金の割合の特例）  （延滞金の割合の特例） 

第６条 当分の間、第９条に規定する延滞金の年１

４．６パーセントの割合及び年７．３パーセント

の割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例

基準割合（当該年の前年に租税特別措置法第９３

条第２項の規定により告示された割合に年１パ

ーセントの割合を加算した割合をいう。以下この

条において同じ。）が年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その年（以下この条におい

て「特例基準割合適用年」という。）中において

は、年１４．６パーセントの割合にあっては当該

特例基準割合適用年における特例基準割合に年

７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年

７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準

割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当

該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超

える場合には、年７．３パーセントの割合）とす

る。 

第６条 当分の間、第９条に規定する延滞金の年１

４．６パーセントの割合及び年７．３パーセント

の割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例

基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定によ

り告示された割合に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。以下この条において同じ。）

が年７．３パーセントの割合に満たない場合に

は、その年（以下この条において「特例基準割合

適用年」という。）中においては、年１４．６パ

ーセントの割合にあっては当該特例基準割合適

用年における特例基準割合に年７．３パーセント

の割合を加算した割合とし、年７．３パーセント

の割合にあっては当該特例基準割合に年１パー

セントの割合を加算した割合（当該加算した割合

が年７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合）とする。 
  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  



 
 

２  この条例による改正後の瀬戸市介護保険条例第３条の規定は、

平成３０年度分の保険料から適用し、平成２９年度以前の年度分

の保険料については、なお従前の例による。  

 


